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 水道事業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、

町民生活に不可欠な必要インフラである水道事業を安定的に継続していくため、

水道事業経営戦略において、施設等の老朽更新や耐震化対策、人口減少に伴う料

金収入の減少などの課題を中長期的な投資・財政計画に反映するとともに、その

実現方策を示す経営の基本計画として位置づけるものです。 

 

 

 

１ 現況 

本町の水道は、昭和３０年に創設した鮎貝簡易水道ほか４つの簡易水道と、昭

和３５年～昭和３７年にかけて創設した荒砥上水道を昭和４６年に統合し、白鷹

町上水道となりました。その後、昭和５６年度に鷹山簡易水道、昭和６１年度に

黒鴨簡易水道、海生簡易水道を白鷹町上水道に統合し、令和２年３月３１日に針

生簡易水道、細野飲料水供給施設を統合し、現在では白鷹町上水道の１事業とな

っています。 

 

（１）給水 

供用開始年月日 昭和 36年 8月 計画給水人口 12,900人 

法適（全部・財務） 

・非適の区分 

法適用（全部） 現在給水人口 12,171人 

有収水量密度 0.22千㎥/ha 

                          （令和５年度末現在） 

※(総務省:水道事業経営指標)令和 4年度末における有収水量密度の全国平均値は 1.19千㎥/ha。 

（２）施設 

水源 ■表流水、□ダム、□伏流水、■地下水、□受水、■その他（湧水） 

施設数 浄水場設置数 1 管路延長 213 千 m 

配水池設置数 18 

施設能力 9,946.9 ㎥/日 施設利用率 40.0％ 

                          （令和５年度末現在） 

（３）料金 

料金体系の概要・ 

考え方 

水道メーターの口径別料金となっており、下

表にある基本料金（毎月固定）＋従量料金（使

用水量で変動）により算定しております。 

料 金 改 定 年 月 日 
（消費税のみの改定は含まない） 

昭和６３年７月１日 

 

第１章 経営戦略の目的と位置づけ 

第２章 水道事業の概要 
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種別 定義 対象となる経費 

基本料金 水道メーターの口径ご

とご負担いただく料金 

固定的にかかる経費 

（水道メーター設置費、検針、料

金徴収経費 等） 

従量料金 毎月の使用水量に応じ

ご負担いただく料金 

給水量に応じて変動する経費（動

力・薬品費施設の維持管理費 

等） 

 

基本料金                  単位：円/月（10％税込） 

口径 13㎜ 20㎜ 25㎜ 30㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100mm 150mm 

料金 880 1,100 2,200 4,950 5,500 7,150 8,800 10,450 11,000 

 

従量料金       単位：円/㎥（10％税込） 

月の料金 ５０㎥まで ５１㎥以上 

従量料金 １６５ １９８ 

                      

 

（４）上下水道課組織職員数（４名） 

 課長 課長補佐 係長 係員 

水道 １名 １名 

（兼係長） 

業務係（１名） 

水道工務係１名 

 

水道工務係員１名 

                          （令和５年度末現在） 

 

２ これまでの主な経営健全化の取組 

＜昭和＞ 

戦後の高度経済成長期に水道の普及率増加や家電電化製品等の普及、生活環

境の変化による水道水の使用量が急激に増加しました。また、当時各地区に点

在した簡易水道を上水道に統合し、水道水の安定給水と経営の効率化、健全化

に向けて昭和４７年に白鷹町上水道第２期拡張事業、昭和５６年に白鷹町上水

道第３期拡張事業に着手、水道水の普及を図りながら事業を推進し、白鷹町上

水道において計画給水人口２０，５００人となりました。 

昭和６０年代に入り、更なる水の管理効率化を図るため津島台浄水場に集中

監視装置を導入し、町内の各配水池の配水流量や水位の監視によりほかの水源

と水の相互融通を効率的に行うことができるようになりました。また、夜間の

配水流量の監視により漏水の早期発見、有収率（供給した配水量に対して料金

徴収の対象になった水量）の向上にもつながりました。 
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＜平成＞ 

昭和３０年代～４０年代に水道水の普及を図るために布設された石綿管が

老朽化し突発漏水が頻発する傾向にあったため、平成４年度～平成１５年度に

老朽管更新事業により配水管布設替工事を実施しました。配水支管が備えるべ

き耐震性能を有する管種や継手を採用し、水道水の安定給水に向けて災害に強

い管路網を形成することができました。この管路網により、低廉な水源の水道

水を優先するなどよりきめ細かな水の相互融通を図ることができるようにな

り、更に効率的な水の管理ができるようになりました。平成の後期において

は、白鷹町水道事業に経営統合する事業や災害への備えとして配水管路網を強

化する複線化事業への取り組みに着手したところです。 

   

＜令和＞ 

令和元年度に針生簡易水道と細野飲料水供給施設を廃止し、白鷹町水道事業

に経営統合を行いました。合わせて、針生水源による給水区域は、消火栓使用

や地震等の災害、漏水等の有事を考慮すると水量が不足する恐れがあるため、

中山地区配水区域と接続し、令和３年度に浄水場を水源とした系統に切り替え

を行いました。 

また、荒砥橋の架け替えに合わせ、浄水場から東地区への配水系統を複線化

し配水管路網を強化する事業に着手しました。令和３年度から令和５年度まで

は、荒砥駅前から十王本宿地内の配水本管を接続する区間の工事を実施してお

り、事業全体としては令和９年度までに接続を完了する予定となっておりま

す。 

 

３ 前経営戦略の取り組み状況（平成２９年度策定） 

  別添 評価・検証資料（平成２９年度～令和５年度） 

 

 

４ 経営比較分析表を活用した現状分析 

別紙１ 経営比較分析表（令和５年度決算） 
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１ 給水人口の予測 

本町の人口は、給水人口・行政人口ともに減少を続けております。平成３０年

度から令和５年度の減少率は各年度平均で約１．９％減少し続けております。 

給水普及率は令和５年度末時点で９８．２７％となっており、自己水源の井戸

を利用している方を除けば、水道の普及はほぼ完了している状況にあると認識し

ております。今後は、自己水源（井戸）からの切り替えや新築・転入による新た

な契約による増加が見込まれますが、数値的には微増に留まるものと考えられ、

令和１６年度の予測値を９８．５８％と見込むものです。 

人口予測については、白鷹町第６次総合計画後期基本計画で示す２０４０年

（Ｒ２２）の人口目標値１０，５００人から算定するものとし、令和１６年度末

の行政人口は１１，１７２人、給水人口は１１，０１３人と見込むものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 有収水量の予測 

有収水量の予測については、前経営戦略の期間中は新型コロナウイルス感染症

の影響により社会活動が前例のない状態となり、人口減少に反して有収水量・料

金収入が上がるなどの動きがあったため、漏水調査を本格化した平成２１年度以

降の中長期的な動向を踏まえ将来予測値を算定するものです。このことから、令

和 １６年度の有収水量を、令和５年度１，３００千㎥から１７０千㎥減少の

１，１３０千㎥と見込むものです。 

第３章 将来の水道事業環境 
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  ■有収水量の見込み 

   

  

  

  

  

  

  

  

  ※変動率の見込み（対前年度比）一般用 99.2％、工場用 98％、業務用 99％、その他 112％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 料金収入の見通し  

収入においては、直近３年間の有収水量と料金収入により、供給単価を   

２０５．８２円と設定し算定しました。その結果、令和１６年度の給水収益は、

令和５年度の２６６，６８２千円から３４，１０５千円減少の２３２，５７７千

円と見込むものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：㎥ 
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４ 施設の見通し 

別紙の「経営比較分析表」に記載されている「分析欄２老朽化の状況につい

て」のとおり、減価償却率は全国平均値や類似団体値と比べて高い状態でありま

すが、法定耐用年数を超えた管路を示す管路経年化率は令和５年度決算値で  

１８．３％と全国平均値より低い状態にあります。また、管路更新率は低い値と

なっていることから、老朽化した管路について、順次、計画的に更新事業に取り

組んでいく必要があります。水道管路は、法定耐用年数が４０年と定められてお

りますが、全てが４０年で使用不可になるわけではありません。実際には、品質

も向上しており、近年布設しているダクタイル鋳鉄管は、調査研究によれば、 

１００年使用可能であるとされています。それぞれの埋設状況や管の影響度、漏

水等の発生可能性などを考慮し、過剰投資とならないよう優先度を見極め実施し

ていく必要があります。また、老朽更新に際しては、耐震性のある水道管を選択

し、自然災害に強い管路網の整備についても並行して取り組む必要があります。 

施設の規模については、施設利用率が４０％前後となっており、全国・類似団

体から比較しても２０％程度低い状況になっており、数値上は余剰分が多いとい

うことになりますが、火災等の有事での利用を考慮すれば一定の余剰能力は必要

であると認識しております。全体としては今後も人口減少が進んでいきますの

で、それぞれの地点でスペックダウンやダウンサイジングがどこまで実施できる

かについては、対象区域の水需要を勘案し個別案件として検討して工事を行って

いく必要があります。 

 

 

５ 組織の見通し 

平成１２年度時点の水道部門職員は６名、平成２９年度時点では３名、令和２

年度から兼務職員を追加し４名体制で運営を行っており、現状人数が最低限の人

員数と考えます。今後の大規模な老朽更新や耐震化対策、経営基盤強化など多く

課題に取り組むこととなるため、合理化や効率化を図りつつ実行可能な人員体制

を検討していく必要があります。 

津島台浄水場の運転管理業務については、現在２４時間体制として委託してお

りますが、人員確保自体が困難な状況になりつつあるため、給水監視システムの

見直し、通報システム再構築を行い、最小限の人員と運転管理体制の中で安定給

水を確保できるよう検討していく必要があります。 

今後は老朽更新や耐震化事業、修繕業務の発注事業量も増加していくこととな

るため、受注者・発注者ともに負担も増加していくこととなります。また、社会

全体で人手不足の傾向が加速すると想定されるため、官民連携の新たな取り組み
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として、ウォーターＰＰＰ（管理・更新一体マネジメント方式など）の導入につ

いても検討を進めていく必要があります。 

  

  

 

  

 本経営戦略の計画期間は令和７年度から令和１６年度までの１０年間としま

す。 

 

 

 

将来にわたって安心・安全な水を安定して供給することは水道事業の使命であ

り、町民生活や産業活動に欠くことのできないライフラインであることを再認識

し、水源保全や水質管理、施設等の老朽化や耐震化への対策、人口減少による施

設等の縮小化に取り組み、持続可能な経営基盤の確立を目指します。また、近年

激甚化・頻発化している災害対策の充実・強化を図ってまいります。 

 

１ 安定給水 

津島台浄水場では、町内にある各水道施設のデータ（配水池の水位、配水流

量、水質計器類）をテレメータ装置により２４時間集中監視しており、異常時の

早期発見、各ポンプ場の遠隔操作による迅速な対応により安定給水に努めており

ます。また、水源の浅井戸２箇所、湧水２箇所（細野以外）の給水区域と津島台

浄水場（表流水）の給水区域は管路網でつながっており、漏水等の管路事故があ

った場合でも、相互に水を融通することができることから、漏水等で断水を伴っ

た場合でも、範囲を最小限に留められるよう継続して対応していきます。また、

本町は南北に最上川が縦断している地形となっており、津島台浄水場から東側に

供給する管路網の機能強化を図る必要があるため、舘山配水池配水幹線の複線化

を継続して実施していきます。 

 

 

２ 水質管理 

水道法で定められている水質基準項目、耐塩素性病原生物「クリプトスポリジ

ウム及びジアルジア」及び放射能検査を厚生労働大臣登録機関に委託し水質検査

を実施しています。また、給水系統ごとに毎日検査（残留塩素測定など５項目）

を水質モニターの方に委託し実施しています。今後も引き続き、毎年度作成する

水質検査計画に基づき実施していきます。 

第５章 経営の基本方針 

第４章 計画期間 
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３ 施設・設備の老朽更新と耐震化 

施設・設備の老朽更新にあたっては、資産それぞれの目標耐用年数を基礎とし

ながら、状態監視保全や時間計画保全により管理し、影響度や発生可能性から優

先順位を決定し更新事業を行ってまいります。また、有収水量の予測や給水人口

の予測に基づき、過大な更新投資とならないよう統廃合やダウンサイジング、ス

ペックダウンにより再構築することを基本とし、さらに防災・安全対策の面で

は、令和７年１月に策定の「白鷹町上下水道耐震化計画」に基づき、老朽更新時

の耐震管布設や重要施設への配水管耐震化事業を実施し、自然災害に強い耐震管

の整備についても並行して取り組んでまいります。 

また、老朽化は水道事業の資産だけではなく、個人資産においても同様に老朽

化が進んでおります。道路に埋設されている水道本管から各家庭に引き込み、蛇

口まで給水管が布設されております。止水栓までは水道事業の資産となり、止水

栓以降はお客様の資産となるため、それぞれに老朽更新を行う必要がありますの

で、町民の皆様には広報を通して丁寧に説明を行ってまいります。 

 

 

４ 施設・設備の廃止や統合（ダウンサイジング化） 

送水管・導水管・配水管の管口径や送水ポンプ、配水池、浄水場ろ過設備など

の更新については、拡張期と同様の整備ではなく、ループ化や家屋の減少区間の

再構築、配水機能を有する送水管の布設など、管路網の統廃合により事業費の圧

縮を行っていきます。また、有収水量の予測に基づき、施設利用率や最大負荷率

を考慮して、管口径や機能面で過大な更新投資とならないようダウンサイジング

やスペックダウンを実施してまいります。 

また、水源については、給水人口の減少を加味した水量換算では、荒砥水源や

蚕桑水源、鮎貝水源などを廃止できる可能性がありますが、有事の際の必要水量

を勘案し給水に影響の出ない範囲で、廃止も含めた検討を進めてまいります。 

 

 

５ 漏水対策 

平成２９年度時点の配水量と有収水量の差は８８千㎥で有収率９４．１％、令

和５年度末では１５５千㎥で８９．３％の状況にあり、地表に表れない比較的小

規模の漏水が増加・多発していると分析しております。漏水調査は現在、年間約

２０ｋｍの音聴調査を行っておりますが、数値低下の状況を踏まえれば対策とし

ては不十分であると捉えており、調査区域の拡大や調査手法について検討する必

要があると認識しております。漏水の増加は水道水をつくる費用の増加に直結す
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るものであるため、経費削減の視点からも早急に漏水量の減少に取り組み、有収

率９１．４％を目指してまいります。 

 

 

６ 災害対策 

災害時に想定される管の漏水、水道施設の停電などに対応するため、漏水補修

金具、配管資材、給水車、給水タンク、ポータブル給水袋、非常用自家発電機、

ポータブル発電機などを常備しています。万が一の時に被害を最小限にし、迅速

に復旧できるよう災害対策のマニュアル更新や「白鷹町水道工事組合」など関連

団体と連携して対応していきます。 

また、応急対応にかかる資機材等は多岐にわたるため、単独の事業体で全て常

備するのではなく、広域的な視点で確保するものとそれぞれの事業体で確保する

ものを区別し、最小限の経費で効果が発揮できるよう広域的な視点も含めて検討

を進めてまいります。 

 

 

７ 経営の合理化・効率化の検討（広域化） 

広域化については、置賜地区における広域連携の可能性を見出すために置賜圏

域水道事業広域連携検討会にて、受水・給水の連携や事務の共同処理、共同購入

による有効性、事業や組織統合の可能性などの検討がなされ、「山形県広域連携

推進プラン」が策定されました。西置賜地区は、地形的な制約もあり具体的な連

携案までまとまらずにソフト面で連携していくこととなっておりますが、今後の

連携のあり方については、引き続き西置賜地区水道協議会等において情報交換や

協議を行い、中長期的に安定した経営を目指し検討を進めていきます。 

広域化以外の取り組みとしては、過剰投資・重複投資の精査、ＤＸ等の新たな

知見や新技術の導入検討、ウォーターＰＰＰ等の民間の資金・ノウハウ等の積極

的な活用の検討などにより、経営における合理化・効率化に取り組んでいきま

す。 

 

 

８ 経営基盤の強化（料金改定） 

後述の投資・財政計画で示すように、人件費や物価高騰による維持管理費の増

加や老朽更新事業、耐震化事業を踏まえれば、人口減少により減少する給水収益

や内部留保資金では賄いきれない予測となります。そのため、本経営戦略の投

資・財政計画におけるシミュレーションでは、料金改定を含めた収支均衡を図る

試算としたものです。実際の料金改定にあたっては、白鷹町水道事業経営審議会
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において十分な議論を行い見直しの検討を行ってまいります。 

また、料金見直しの検討の際には、資産維持費を含めた総括原価方式による算

定により検討を行っていきます。資産維持費は、保有資産の更新時を見越し、物

価上昇等による工事費増加分や減価償却費不足分を補う財源として内部に留保さ

れるべき費用のことであり、事業の持続性を勘案すれば将来の投資を想定した財

源の確保は必要であると考えます。料金算定の際に算入の有無について検討を行

い、安定的な財政運営を目指していくものであります。 
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投資・財政計画の策定にあたり、現状の課題となっている老朽更新や耐震化対

策等を縮小や統廃合を行った上で計画的に確実に実行することや、広域化や業務

の効率化、合理化を進める中で維持管理の縮減に努め、安全な水道や強靭な水道

の実現に取り組み、持続可能な水道事業としていくことが重要であると考えてお

ります。 

建設改良事業にあっては、管路更新事業、設備等更新事業、耐震化事業、その

他投資事業について実行する計画としております。収益については有収水量の予

測による給水収益を計上しておりますが、本投資・財政計画のシミュレーション

上では、累積欠損金の発生や補填財源不足を回避するため、料金改定を含めた収

支均衡の試算を行っております。この給水収益の予測は、あくまで投資・財政計

画上の推計に基づく試算であるため、実際の料金等の見直しの時期や改定率など

の具体的な検討は、今後の決算状況を含めた経営分析を行い、諮問機関である白

鷹町水道事業経営審議会のご意見等を取り入れ検討していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収支均衡による試算のため、令和９年度から改定率３％／年を計上しています。 

第６章 投資・財政計画（収支計画） 
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１ 収益的収支について 

財源の主なものは、水道料金収入と一般会計繰入金になります。料金体系につ

いては、消費税関連の改定を除けば、昭和６３年度の改定以降３６年間変わって

おりません。人口減少とともに、有収水量及び給水収益は減少しており、令和 

１６年度時点では２３２百万円（第３章 ３ 料金収入の見通し）まで減少する

と試算しておりますが、収支計画上は料金改定による収支均衡を図り、令和１６

年度給水収益を２８３百万円と試算し計上しております。その他の収入の主なも

のとしては一般会計繰入金がありますが、地方公営企業繰出金の基準に基づき、

消火栓に要する経費などに引き続き繰入を行っていく予定です。 

人件費については、令和６年度の体制をベースに収益勘定と資本勘定に計上し

ました。修繕費は、老朽設備等の計画的な更新により漏水や補修は増加しないと

見込み、直近３年分の平均値をベースとして計上しました。各種委託費や薬品費

等は、漏水対策事業による配水量の減少や効率化の取り組みとしての施設管理の

見直しなどの経費縮減も行うものの、当面は物価高騰や人件費分の増加が上回る

ものと想定し微増と試算しています。減価償却費については、新たな建設改良で

取得する資産を法定耐用年数にて算定し加算しました。企業債は借入利息の後年

負担と補填財源を考慮しつつ、適宜借入を行う予定として見込んでおります。 

 

 

２ 資本的収支について 

（１）建設改良費 

施設・設備の更新にあたっては、目標耐用年数を基礎としながら、対象資

産の状態を容易に確認できるものを状態監視保全により管理し、目視できな

いものは時間計画保全として、影響度、発生可能性からマトリックス表に反

映し優先順位を見える化し、実施時期を決定し更新事業を行ってまいりま

す。影響度は、機能停止になった時の影響範囲等を考慮し、発生可能性（機

能停止の起こりやすさ）は、布設後の経過年数のほか、金属管の腐食の度合

いや埋戻し材の状況、突発漏水時の状況も反映し、更に将来の水需要からダ

ウンサイジングが可能かを検討し、実施時期及び更新内容を判断していくも

のとなります。 
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上記のグラフについては、目標耐用年数での単純更新として試算しており、一

時期に大きな更新費用が見込まれています。そのため、管路を含めた既存水道施

設において「安心・安全・安定給水」を維持しながらも、更新の際は過大な投資

とならないよう、管路の統廃合やダウンサイジング、スペックダウンを検討しつ

つ、防災・安全対策の面でも耐震管を採用するなど費用と機能を両立する更新を

基本とします。水道本管においては法定耐用年数４０年ですが、ダクタイル鋳鉄

管の実使用年数は１００年とされており、金属管の腐食度合いや樹脂管の突発漏

水の状況を判断し、管の健全度を見極めながら、更新時期や優先度を決定してい

きます。機械電気設備の目視できる機器類は、日常点検結果や修繕履歴からマト

リックス表を作成し優先度をつけ更新時期を決定してまいります。事業費の大き

いものとして、配水幹線複線化事業やふるさと森林公園配水管布設、給水区域が

最も広い舘山配水池の送配水管布設替え工事、浄水場設備更新などの事業費を計

上しております。 

 

 

 

単位：千円 
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（２）建設改良費等の財源 

建設改良事業の実施にあたっては、国県補助金の活用、耐震化や脱炭素化

事業などの時限的に財政措置が講じられている事業もあるため積極的に活用

するものとし、これらの措置ができない事業については、企業債（水道事業

債等）の活用や内部留保資金により事業を実施してまいります。令和５年度

決算では５２０百万円の補填財源が確保できており、今後の建設改良費や企

業債償還金に充てつつ、できるだけ有利な財源を活用し事業を展開してまい

ります。また、内部留保資金の保有額については、一時的に増減はするもの

の約４００百万円を確保しつつ運営を行っていきたいと考えております。 

企業債償還金については、令和３年度から減少している状況にあります。

今後は、老朽更新や耐震化等の事業費の財源として借入を予定しています

が、償還据置期間が５年であるため、この計画期間中は減少傾向にあり、令

和１６年度では１６百万円になる見込みです。なお、償還期間は施設・管路

等は３０年、機械設備は１５年～２０年で算定し収支計画に計上したところ

です。 

■建設改良費（R7～R16） 1,943 百万円 

【管路更新】 30事業  1,019 百万円 

【機械設備】 45事業   438 百万円 

【耐 震 化】 21事業   207 百万円 

【他 投 資】  6事業   279 百万円 

単位：千円 

単位：千円 
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（３）主要事業の整備計画 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他の取組について 

（１）投資以外の経費 

    人口減少等による給水収益の減少を補うための経費削減は必要不可欠な

取り組みであるとともに、現在の安全で安心な水道水の供給は将来にわた

り次世代に引き継ぐべき重要なインフラでもあります。同時に必要以上の

負担を将来に残さないために施設・設備の合理化や業務の効率化等の経営

努力を重ねつつ、必要に応じた料金の改定について、使用者の理解を得て

取り組んでいく必要があります。 

  

（２）収支計画に未反映の取り組み及び検討予定の取り組み 

   〇水道事業ＤＸの取り組みについて 

   ・運転監視システムの導入検討 

     町内の配水状況は、津島台浄水場で一括管理しており、個別委託によ

り２４時間管理を行っています。複数の水道施設・設備の運転監視シス
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テムを相互連携させ、全ての運転状況の監視を可能にする「運転監視シ

ステム」を整備することで、浄水場の常駐時間の減少や夜間無人化など

が図られるため導入について検討を進めていきます。 

 

   ・ＡＩによる浄水場等の自動運転化の検討 

     経験豊かな職員の退職や人員不足を見据え、職員の経験等に依存して

きた浄水場の運転管理を、ＡＩを活用した自動運転化の可能性を検討し

ます。客観的なデータに基づく水質管理の自動化による業務の効率化や

コスト縮減、水質の常時監視業務に携わる人員の減少、負担減が可能と

なるため、導入に向けて検討を進めていきます。 

 

   ・ＡＩによる管路の劣化予測システムの導入検討 

     管路の老朽度は、水道台帳情報から個別に影響度、発生可能性から作

成するマトリックス表にて優先順を決定し更新していますが、最小限の

費用と時間で全管路の状態を把握するため、管路データ（配管素材、使

用年数、過去の漏水履歴、土壌、気候、人口等）を基に、ＡＩ活用によ

る老朽度判定ツール等の導入について検討を進めていきます。 

 

   ・スマートメーターの導入検討 

     スマートメーターは、これまで人に依存してきた検針業務の効率化の

ほか、使用水量を自動計測できることから、漏水の早期発見や水量確認

が容易になるなどの町民サービスの向上が期待できます。また、スマー

トメーターで得られる水道使用量のデータを活用し、浄水場の水量管理

との連携や施設規模の最適化への活用など、水運用上のメリットも大き

いものとなりますが、現行の水道メーターに比べ機器代のみで７倍～ 

１０倍程度高いことや、通信費用や保守点検手数料等のランニングコス

トの増加、機器に一定の割合で不具合が発生していることなどの課題も

あるため、導入に向けて継続して検討を進めていきます。 

 

   〇ウォーターＰＰＰの導入検討 

     これまでの事業運営の形態としては、仕様書に基づく個別委託が一般

的でありましたが、自治体のマンパワー（技術者）不足や事業の効率化

の観点から、運転管理や個別委託、薬品・資機材購入、修繕補修などを

包括的に民間に委託するウォーターＰＰＰ方式（管理・更新一体マネジ

メント方式など）が示されています。委託手法はレベル１～４まで示さ

れていますが、本町に適した官民連携のあり方を検討していきます。 
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   〇太陽光発電設備の導入検討 

     令和３年６月に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律」の

改正を踏まえて閣議決定された「政府がその事務及び事業に関し温室効

果ガスの排出の削減等のために実行すべき措置について定める計画」

（政府実行計画）において、太陽光発電設備については２０３０年度ま

でに設置可能な建築物・敷地の約５０％以上に導入することとされてい

ます。 

     国では、「上下水道施設は、年間の日本全体の電力消費量の約  

１．５％（約１５０億ｋＷｈ）であり、公共施設の中でも比較的敷地面

積が広く発電量が多いことに加え、２４時間稼働であることで発電した

電力を無駄なく自家消費できるメリットがある。また、蓄電池等を併設

することで地域の防災拠点として活用することも可能である。」との見

解を示していることから、導入手法や効果の検証に取り組み、実施への

可能性を検討していきます。 

 

 

 

本経営戦略は、ＰＤＣＡサイクルによる進捗状況等の評価・検証を行った上

で、ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていきます。具体的に

は、毎年度の決算が公表された後に、進捗管理（モニタリング）により実態を把

握し、投資・財政計画との乖離や計画内容の整合を検証し、後年度に大きく影響

がある場合は一部修正を行います。また、３～５年ごとに全体的な評価・検証を

行い、その結果を水道事業経営審議会に提示して第三者の視点に基づく検証を行

っていきます。今後、改定を行う必要がある場合には、水道事業経営審議会にお

いて十分に協議するとともに、議会への説明やホームページ等で速やかに町民へ

お知らせを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 経営戦略の事後検証及び改定 
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国
平
均
並
み
で
あ
り
、
類
似
団
体
と
比
較
す
る
と
や
や
高

い
が
、
今
後
は
給
水
収
益
の
減
少
や
人
件
費
・
薬
品
・
動
力
費
の
高

騰
等
に
よ
る
費
用
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。

②
累
積
欠
損
金
比
率

　
累
積
欠
損
金
は
無
い
が
、
今
後
は
給
水
収
益
の
減
少
や
人
件
費
・

薬
品
・
動
力
費
の
高
騰
等
に
よ
る
費
用
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た

め
、
経
営
状
況
を
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
流
動
比
率

　
流
動
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。

④
企
業
債
残
高
対
給
水
収
益
比
率

　
起
債
の
償
還
が
進
み
数
値
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
今
後
は
起
債
事

業
を
活
用
し
な
が
ら
施
設
等
の
老
朽
更
新
事
業
に
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
。

⑤
料
金
回
収
率

　
現
状
1
0
0
%
以
上
を
確
保
し
て
い
る
が
、
収
益
の
減
少
、
費
用
の
増

加
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

⑥
給
水
原
価

　
全
国
平
均
よ
り
は
高
い
が
、
類
似
団
体
平
均
値
よ
り
は
低
い
。
今

後
は
動
力
費
や
修
繕
費
等
の
経
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
計

画
的
な
施
設
更
新
に
よ
る
経
費
の
抑
制
を
図
り
安
定
経
営
を
行
う
必

要
が
あ
る
。

⑦
施
設
利
用
率

　
設
備
投
資
当
初
か
ら
の
給
水
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
投
資
が
過
大

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
施
設
更
新
時
の
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑧
有
収
率

　
漏
水
調
査
を
状
況
に
合
わ
せ
適
切
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

　
資

産
の

老
朽

化
が

進
ん

で
い

る
た

め
、

更
新

や
長

寿
命

化
事

業
な

ど
適

切
な

更
新

計
画

を
策

定
し

、
実

行
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
②

管
路

経
年

化
率

　
管

路
の

老
朽

度
合

い
は

低
い

値
と

な
っ

て
い

る
が

、
更

新
工

事
の

計
画

的
な

実
施

や
適

切
な

ダ
ウ

ン
サ

イ
ジ

ン
グ

等
を

検
討

し
着

実
に

行
っ

て
い

か
ね

ば
な

ら
な

い
。

③
管

路
更

新
率

　
近

年
は

比
較

的
管

路
投

資
は

少
な

い
状

況
に

あ
る

が
、

計
画

的
な

更
新

工
事

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

給
水

区
域

面
積

(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）

　
単

年
度

の
経

営
状

況
は

今
の

と
こ

ろ
問

題
な

い
が

、
今

後
給

水
需

要
は

減
少

の
一

途
を

た
ど

る
こ

と
や

、
人

件
費

・
動

力
費

等
の

増
加

を
踏

ま
え

、
料

金
改

定
も

視
野

に
検

討
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

　
老

朽
化

し
た

浄
水

場
設

備
の

長
寿

命
化

計
画

に
基

づ
き

計
画

的
に

更
新

し
、

安
定

供
給

、
安

定
経

営
を

図
る

と
共

に
、

施
設

配
水

系
統

の
見

直
し

、
ダ

ウ
ン

サ
イ

ジ
ン

グ
等

の
検

討
に

よ
り

投
資

が
将

来
の

需
要

に
見

合
っ

た
規

模
と

な
る

よ
う

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

ま
た

経
常

経
費

の
節

減
の

た
め

近
隣

市
町

と
の

広
域

連
携

を
本

格
的

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
経

費
削

減
の

た
め

水
道

事
業

に
従

事
す

る
人

数
を

削
減

し
て

き
た

が
、

今
後

は
技

術
の

承
継

、
人

材
の

育
成

が
課

題
で

あ
る

。

2
0
5
.
3
8

【
】

令
和

5
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

-
8
7
.
3
4

9
8
.
1
9

4
,
1
8
0

1
2
,
1
7
1

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
現

在
給

水
人

口
(
人

)

1
2
,
5
0
7

1
5
7
.
7
1

7
9
.
3
0

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法

適
用

水
道

事
業

末
端

給
水

事
業

A
7

非
設

置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

山
形

県
　

白
鷹

町

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
10

0.
00

0.
09

0.
02

0.
00

平
均

値
0.

42
0.
44

0.
50

0.
40

0.
40

10
2.
0
0

10
4.
0
0

10
6.
0
0

10
8.
0
0

11
0.
0
0

11
2.
0
0

11
4.
0
0

11
6.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
11
2.
8
7

11
3.
5
7

11
2.
6
8

10
8.
9
4

10
9.
3
1

平
均
値

10
8.
4
6

10
9.
0
2

10
7.
8
1

10
7.
2
1

10
5.
9
7

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

59
.7
1

60
.4
0

61
.8
8

63
.4
9

65
.2
3

平
均

値
49
.1
2

49
.3
9

50
.7
5

51
.7
2

52
.2
7

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

7.
61

9.
61

10
.5
3

16
.0
0

18
.3
0

平
均

値
16

.7
6

18
.5
7

21
.1
4

22
.1
2

25
.6
7

①
経

常
収

支
比

率
(％

)

0.
00

2.
00

4.
00

6.
00

8.
00

10
.0
0

12
.0
0

14
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均

値
11
.9
4

11
.0
0

8.
86

7.
65

8.
52

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

70
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

52
2.
1
1

41
1.
1
4

36
6.
7
5

47
9.
7
9

63
8.
5
4

平
均

値
36
2.
9
3

37
1.
8
1

38
4.
2
3

36
4.
3
0

37
8.
8
7

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

35
0.
0
0

40
0.
0
0

45
0.
0
0

50
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

21
2.
0
6

18
3.
7
7

15
2.
6
9

13
6.
5
4

12
0.
7
9

平
均

値
43
9.
0
5

46
5.
8
5

43
9.
4
3

43
8.
4
1

43
0.
2
3

80
.0
0

85
.0
0

90
.0
0

95
.0
0

10
0.
0
0

10
5.
0
0

11
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
10
6.
2
3

10
8.
2
7

10
7.
4
7

10
3.
7
1

10
4.
0
5

平
均

値
95
.2
6

92
.3
9

94
.4
1

90
.9
6

90
.6
6

18
0.
0
0

18
2.
0
0

18
4.
0
0

18
6.
0
0

18
8.
0
0

19
0.
0
0

19
2.
0
0

19
4.
0
0

19
6.
0
0

19
8.
0
0

20
0.
0
0

20
2.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
19
1.
6
0

18
7.
7
0

18
9.
2
5

19
7.
2
1

19
7.
1
9

平
均

値
19
2.
8
2

19
2.
9
8

19
2.
1
3

19
7.
0
4

19
9.
3
3

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
40
.2
9

40
.1
6

40
.4
8

40
.7
8

39
.9
7

平
均

値
54
.0
5

54
.4
3

53
.8
7

54
.4
9

54
.8
0

70
.0
0

75
.0
0

80
.0
0

85
.0
0

90
.0
0

95
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
91
.5
5

91
.8
8

91
.8
7

88
.9
6

89
.3
3

平
均

値
80
.5
1

79
.4
4

79
.4
9

78
.8
0

77
.9
8

②
累

積
欠

損
金

比
率

(％
)

③
流

動
比

率
(％

)
④

企
業

債
残
高

対
給

水
収

益
比
率

(％
)

⑤
料

金
回

収
率

(％
)

⑥
給

水
原

価
(円

)
⑦

施
設

利
用
率
(％

)
⑧

有
収

率
(％

)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(％
)

②
管

路
経

年
化

率
(％

)
③

管
路

更
新
率

(％
)

【
1
0
8
.
2
4
】

【
1
.
5
0
】

【
2
4
3
.
3
6
】

【
2
6
5
.
9
3
】

【
8
9
.
4
2
】

【
5
9
.
8
1
】

【
1
7
7
.
5
6
】

【
9
7
.
8
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】

【
5
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.
0
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5
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3
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投
資
・
財
政
計
画
（
収
支
計
画
）

 
別
紙
２
（
収
益
的
収
支
）
 

（
単

位
：
千

円
、

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

1
.

(A
)

2
6
3
,4

0
0

2
6
1
,3

3
6

2
6
5
,2

3
6

2
6
9
,3

9
8

2
7
3
,3

7
7

2
7
7
,6

3
3

2
8
2
,1

6
3

2
8
6
,5

1
8

2
9
1
,1

6
5

2
9
5
,8

7
8

(1
)

2
5
0
,9

0
0

2
4
8
,8

3
6

2
5
2
,7

3
6

2
5
6
,8

9
8

2
6
0
,8

7
7

2
6
5
,1

3
3

2
6
9
,6

6
3

2
7
4
,0

1
8

2
7
8
,6

6
5

2
8
3
,3

7
8

(2
)

(B
)

(3
)

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

1
2
,5

0
0

2
.

1
0
,7

3
6

1
1
,2

5
7

1
0
,2

8
4

9
,9

2
5

1
0
,4

4
7

1
0
,1

3
3

9
,6

0
9

8
,8

4
9

8
,5

6
5

9
,1

4
5

(1
)

6
0
0

1
,1

4
0

1
,1

4
7

1
,1

5
3

1
,1

6
0

1
,1

6
6

1
,1

7
3

1
,1

7
9

1
,1

8
5

1
,1

8
6

6
0
0

1
,1

4
0

1
,1

4
7

1
,1

5
3

1
,1

6
0

1
,1

6
6

1
,1

7
3

1
,1

7
9

1
,1

8
5

1
,1

8
6

(2
)

1
0
,1

1
1

1
0
,0

9
2

9
,1

1
2

8
,7

4
7

9
,2

6
2

8
,9

4
2

8
,4

1
1

7
,6

4
5

7
,3

5
5

7
,9

3
4

(3
)

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

(C
)

2
7
4
,1

3
6

2
7
2
,5

9
3

2
7
5
,5

2
0

2
7
9
,3

2
3

2
8
3
,8

2
4

2
8
7
,7

6
6

2
9
1
,7

7
2

2
9
5
,3

6
7

2
9
9
,7

3
0

3
0
5
,0

2
3

1
.

2
5
8
,2

3
1

2
5
3
,7

8
0

2
6
2
,9

5
8

2
6
8
,2

8
6

2
6
8
,9

7
8

2
6
9
,7

4
3

2
7
0
,4

2
3

2
7
1
,9

9
1

2
7
4
,9

1
8

2
8
0
,2

7
8

(1
)

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

1
8
,7

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,1

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

9
,6

0
0

(2
)

1
3
3
,0

0
0

1
2
7
,8

2
5

1
2
8
,6

5
0

1
2
9
,4

7
5

1
3
0
,3

0
0

1
3
1
,1

2
5

1
3
1
,9

5
0

1
3
2
,7

7
5

1
3
3
,6

0
0

1
3
4
,5

2
5

2
5
,0

0
0

2
5
,0

2
5

2
5
,0

5
0

2
5
,0

7
5

2
5
,1

0
0

2
5
,1

2
5

2
5
,1

5
0

2
5
,1

7
5

2
5
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■用語解説 

 

〇施設能力 

認可上の計画１日最大配水量。 

 

〇施設利用率 

配水能力に対する配水量の割合を示すもの。数値が高いほど施設が効率的に利用されているこ

とを示す。 

 

〇有収水量 

水道料金の対象となった水量。 

 

〇有収率 

 供給した配水量に対して、水道料金の対象となった水量の割合。 

 

〇供給単価 

給水収益÷年間総有収水量。水道水 1 ㎥あたりの値段。 

 

〇給水原価 

 （経常費用－受託工事費－材料売却原価－付帯工事費－長期前受金戻入）／有収水量。水道水

1 ㎥あたりの経費。 

 

〇ダウンサイジング 

施設・整備の廃止・統合により規模を小さくすること。 

 

〇スペックダウン 

施設・整備の合理化、管路の口径縮小など。 

 

〇純利益 

 １事業年度の収益からすべての経費を差し引いた最終利益。 

 

〇内部留保資金 

実際に現金の支出がない費用（減価償却費）の計上によって生じた資金や、過去の利益を積み

立てた資金など、企業会計内部に留保している資金。 

 

〇利益剰余金 

公営企業の経営活動の結果として生じた利益。 
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